
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ハイライト 

2026年2月19日、国際会計基準審議会（IASB）は、IAS第28号「関連会社及び共同支配

企業に対する投資」 において、どの関連会社及び共同支配企業への投資が公正価値オプ

ションの対象となるかを明確化することを目的とした、狭い範囲の修正案（公開草案：ED）

を公表した。 

これらの提案は、IAS第28号における公正価値オプションの適用における実務適用上の

ばらつき及び、その結果として生じるIFRS第18号「財務諸表の表示及び開示」に基づく損

益計算書における収益及び費用の分類への影響に対応するものである。企業が、関連会

社及び共同支配企業に対する投資の測定について、持分法からIFRS第9号「金融商品」

に従った純損益を通じて公正価値で測定する方法へ変更することを認めるIFRS第18号の

経過措置を適用するか否かを検討する中で、この問題はより顕著になっている。提案され

た狭い範囲の修正は、適用における一貫性を改善し、IFRS第18号の適用開始日に先立

って明確化することを目的とする。 

本公開草案は短縮されたコメント期間が適用されており、コメントの提出期限は2026年4

月20日である。IASBは2026年半ばまでに修正案を最終化することを予定している。 
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IASBがIAS第28号にお

ける公正価値オプション

に関する修正案を公表 

 重要ポイント 

▪ IASBは、どの関連会社及び共

同支配企業への投資が公正価

値オプションの対象となるかを

明確化するため、IAS第28号の

狭い範囲の修正を提案した。 

 

▪ 本提案は、実務適用上のばらつ

き及びIFRS第18号に基づく損

益分類への影響に対応するも

のである。 

 
▪ 本公開草案は短縮されたコメン

ト期間が適用されており、コメン

ト期限は2026年4月20日であ

る。 

 



 

 
 
 

背景 
 

2025年10月、IASBは、利害関係者から寄せられた、IAS第28号における公正価値オ

プションの適用に関する意見を踏まえ、IAS第28号に対する狭い範囲の修正を検討する

プロジェクトを作業計画に追加した。IASBは、公正価値オプションの適格性の判断及び

IFRS第18号に基づく損益計算書における収益及び費用の表示への影響について、実

務適用上のばらつきが存在するとの報告を受けた。特に保険業界の利害関係者は、

IFRS第18号の適用準備を進めるに当たり、要件の明確化が有用であると指摘した。

IFRS第18号は2027年1月1日以後開始する事業年度から適用されるため、IAS第28号

に関連する修正も、適時に完了させる必要があることが強調された。 

提案されている修正 
 

本公開草案は、IAS第28号の第18項及び第19項に対する狭い範囲の修正を提案し、ど

の企業が公正価値オプションを選択することに適格であるのかを明確化するものである。

この選択は、「ベンチャー・キャピタル組織、又はミューチュアル・ファンド、ユニット・トラス

ト及び類似の企業」に適用されるものとされている。 

本公開草案は、「投資連動保険ファンド」という記述を削除し、代わりに、IFRS第18号第

49(a)項に記載された特定の種類の資産への投資を主要な事業活動とする企業が「類

似の企業」に含まれると明確化している。IASBは、この明確化により、IAS第28号におけ

る公正価値オプションの範囲に関する実務適用上の解釈のばらつき、特に特定の種類

の企業が「類似の企業」に該当するかどうかの判断におけるばらつきへの対応を図って

いる。 

本公開草案の開発にあたり、IASBは公正価値オプションの使用をすべての企業に拡大

する案も検討したが、この提案は行わず、「類似の企業」の意味を明確にし、IAS第28号

とIFRS第18号の相互作用から生じ得る結果の相違を最小限に抑えることに焦点を当て

た狭い範囲での明確化を提案している。 

本公開草案は、経過措置として以下を提案している： 

▪ IFRS第18号をまだ適用していない企業の場合：修正はIFRS第18号の適用開始と

同時に適用される 

▪ IFRS第18号を早期適用している企業の場合：修正は、IFRS第18号C7項に従い、

遡及的に適用される。 

今後のステップ 
 

コメント期限は2026年4月20日である。IASBは、本公開草案における提案について、コ

メント・レター及びコンサルテーションを通じて寄せられたその他のフィードバックを検討し

た上で、修正を公表するかどうかを決定する。 
 

弊法人のコメント 

本公開草案は、「類似の企業」という概念を、特定の種類の資産への投資を主要な事

業活動とする企業についてのIFRS第18号の記述と明示的に関連付けることにより、

IAS第28号における公正価値オプションの適格要件を明確化するために開発されてい

る。 

特定の種類の資産への投資を主要な事業活動とする企業は、IFRS第18号への移行

時に、持分法からIFRS第9号に基づく純損益を通じて公正価値で測定する方法へと、

関連会社又は共同支配企業への投資の測定方法を変更することを検討する場合があ

る。この変更は、投資の測定に影響するのみならず、IFRS第18号に基づく表示にも影

響を与える。 

我々は、提案されている修正について利害関係者からのIASBへのフィードバックを強く

推奨する。 
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